美里町ふるさと納税一括代行業務委託 公募型プロポーザル実施要領

1. 趣旨
美里町（以下「本町」という。）では、ふるさと納税制度を活用した地域振興を推進するため、返礼品の開発や情報発信、寄附受付から配送管理までの一連の業務を一体的に委託する事業者を、公募型プロポーザル方式により選定する。本要領は、プロポーザルへの参加に必要な事項を定めるものである。

2. 業務の概要
(1) 業務名：美里町ふるさと納税一括代行業務委託
(2) 業務内容：「美里町ふるさと納税一括代行業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。
(3) 委託期間：契約締結日から令和9年3月31日まで
(4) 委託料上限：**寄附金額の８％（消費税及び地方消費税額を含む。）**とする。
※本上限は仕様書に定める業務委託料に対するものであり、返礼品調達費及び送料等は別途実費精算とする。

3. 参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法（平成14年法律第154号）または民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく手続開始の申立てがなされていないこと。
(3) 本町の入札参加資格者名簿に登録されている者であるか否かを問わないが、本町から指名停止措置を受けている期間中でないこと。
(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）に規定する暴力団等でないこと。また、暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与する等、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(6) プライバシーマークの付与認定を受けている、またはISMS（ISO/IEC 27001）認証を取得している等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されていること。
(7) 本町からの要請に応じた打ち合わせ、町内事業者への訪問支援、及びトラブル発生時の現地対応等が迅速に行える担当者と支援体制を確保できる者であること。（※具体的な支援体制については、企画提案書において明記すること。）


4. [bookmark: _Hlk216202897]プロポーザル審査に係るスケジュール（予定）
(1) 公募開始：令和 ７ 年 12 月 18日（木）
(2) 質問受付締切：令和 ７ 年 12 月 26 日（金）午後5時まで
(3) 質問への回答：令和 ８ 年 １ 月 ９ 日（金）
(4) 参加申込書提出締切：令和 ８ 年 １ 月 20日（火）午後5時まで
(5) 企画提案書提出締切：令和 ８ 年 １ 月 30日（金）午後5時まで
(6) 第一次審査（書類審査）結果通知：令和 ８ 年 2 月 6 日（金）
(7) 第二次審査（プレゼンテーション審査）：令和8年2月中旬～下旬
(8) 審査結果通知（受託候補者決定）：令和8年3月上旬
(9) 契約締結：令和8年3月中旬～下旬
(10) 業務開始：令和8年4月1日（水）

5. [bookmark: _Hlk216202921]提出書類
参加を希望する者は、次の書類を正本1部、副本5部（計6部）提出すること。(5)～(8)は1部のみで可）
【令和 ８ 年 １ 月 20日（火）午後5時までに提出する書類】
(1) プロポーザル参加申込書（様式1）
(2) 業務実績調書（様式5）※契約書の写し等、実績を証明する書類を添付
(3) 会社概要（パンフレット等）
(4) 決算報告書（直近2期分）
(5) 納税証明書（国税及び地方税、発行後3ヶ月以内のもの）
(6) 誓約書（様式4）
(7) 個人情報保護に関する認証資格（プライバシーマーク登録証、ISMS認証登録証等）の写し
(8) 登記事項証明書（履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内のもの）
【令和 ８ 年 １ 月 27日（火）午後5時までに提出する書類】
(9) 企画提案書（A4版・任意様式）
(10) 業務実施体制図（様式6）
(11) 見積書（任意様式）※業務委託料率（％）を明記

6. 企画提案書で提案を求める事項（提案課題）
仕様書の内容を踏まえ、**別紙「評価基準表」**の評価項目に沿って、具体的かつ実現可能な提案を行うこと。特に以下の点を明確に記述すること。
(1) 業務の実施体制：業務全体の責任者と各担当者を明記した実施体制、及び不測の事態への対応計画（BCP）。
(2) 寄附額増加に向けた戦略：本町の現状分析（SWOT分析等）を踏まえた目標寄附金額とその達成計画、ポータルサイトの活用戦略。
(3) 返礼品の魅力向上と事業者支援：本町の地域資源を活かした新規返礼品企画、既存返礼品の魅力向上策、事業者支援の具体策。
(4) プロモーション及び情報発信：認知度向上とファン獲得に繋がるプロモーション戦略、データ分析に基づくリピーター育成策。
(5) コスト管理と透明性：5割ルールを遵守し費用対効果を高める工夫、本町がリアルタイムに状況を把握できる寄附管理システムの機能と運用フロー。
(6) 独自提案：他社にはない独自のノウハウやネットワーク等を活かした、本町のふるさと納税を飛躍させるための自由な提案。


7. 質問及び回答
(1) 質問方法：質問書に内容を記載し、電子メールで提出すること。件名は「【質問】美里町ふるさと納税業務委託プロポーザル（事業者名）」とすること。
(2) 提出先：seisaku@town.kumamoto-misato.lg.jp
(3) 回答方法：受け付けた質問への回答は、原則として美里町公式ウェブサイトに掲載する。

8. 審査方法
本町職員等で構成する「美里町ふるさと納税業務委託事業者選定委員会」が、以下の方法により審査を行う。
(1) 第一次審査（書類審査）
提出された書類に基づき、参加資格要件の充足性を確認するとともに、**別紙「評価基準表」**の項目について評価し、第二次審査に進む事業者を選定する（5者程度）。

(2) 第二次審査（プレゼンテーション審査）
第一次審査を通過した事業者を対象に、企画提案書の内容に基づくプレゼンテーション及び質疑応答を実施し、**別紙「評価基準表」**に基づき採点を行う。
・時間：1事業者あたり40分程度（プレゼンテーション30分、質疑応答10分）
・出席者：1事業者あたり3名以内
・その他：PC等の機材は提案者が準備すること。
     ※72型モニター、モニター接続用HDMIケーブル10ｍは町で準備するので不要。

9. 審査結果の通知と契約
(1) 結果通知：審査結果は、第二次審査に参加した全ての事業者に対し、書面にて通知する。
(2) 契約交渉：選定委員会の採点合計が最も高かった事業者を最優秀提案者（受託候補者）とし、企画提案書の内容を基に、業務仕様や契約条件等について協議を行う。
(3) 次点交渉：最優秀提案者との協議が不調に終わった場合、または最優秀提案者が契約締結を辞退した場合は、次点の評価を得た事業者と順次同様の協議を行うことができるものとする。
(4) 公表：契約締結後、契約相手方の名称等を美里町公式ウェブサイトで公表する。

10. 失格事項
次のいずれかに該当する場合は、その者の参加を無効とし、選定後であっても決定を取り消すことがある。
(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合。
(2) 本要領に定める参加資格要件を満たさなくなった場合。
(3) 審査の公平性を害する行為（他の参加者との談合、審査委員への不正な接触等）があった場合。

11. その他
(1) 費用負担：本プロポーザルへの参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。
(2) 提出書類の取扱い：提出された書類は返却しない。また、本町の選定業務以外に使用しないが、美里町情報公開条例に基づき公開請求があった場合は、原則として公開する。

12. 問い合わせ先・書類提出先
熊本県下益城郡美里町役場 美しい里創生課 まちづくり政策係 ふるさと納税担当
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町三和420番地
TEL：0964-47-1111
E-mail：seisaku@town.kumamoto-misato.lg.jp



ふるさと納税業務委託　公募型プロポーザル
審査項目と配点【１次審査】
	
評価ポイントと判断基準
	評価基準点
	点数

	
	極めて
優れる
	優れる
	普通
	やや
劣る
	劣る
	

	①企業評価（業務遂行能力）【20点】

	会社概要
【5点】
	・経営規模、組織内容、取扱業務内容等に不備がないか
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	類似業務実績
【10点】
	・事業者として過去5年間、地方公共団体において、本業務と類似業務の受託実績はあるか。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	業務・連絡体制及び人員
【5点】
	・業務体制に関し、管理責任者が明確化され、適切な人員配置がおこなわれているか。また、トラブル等が生じたときに迅速な協議と対応ができるような信頼性の高い体制となっているか。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	②企画内容に対する評価【70点】

	寄附拡大に向けた企画提案力（独創性）
【30点】
	・寄附の拡大が期待できるような企画提案力があるか。
・本事業を効率的・効果的に実施するための独創的な提案がなされているか。
・本町の課題を認識した独自提案工夫などのアピールはあるか。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	リスクマネジメントを意識した業務の流れ【10点】
	・仕様書に基づいた業務フローとなっており、在庫管理及び送付時の事故に対するリスクマネジメントは適切であるか
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	寄附者データの管理・問合せについて
【10点】
	・寄附者の個人情報に対し、漏洩対策が施され適切に管理されているか。また、適切な問い合わせ対応（制度が居よう、教育、接遇）ができる体制となっているか。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	返礼品提供事業者との連携
【10点】
	・返礼品提供事業者の負担軽減に配慮した、返礼品の発送等が円滑に行える業務フローとなっているか。また、スキルやノウハウの提供をはじめとするサポート体制は適切であるか。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	準備工程
【10点】
	・契約後から業務開始まで、スムーズな業務継承が行えるスケジュールとなっているか。また、各々の役割分担が明確で負担軽減となる工夫がなされているか。
返礼品提供事業者に対する周知方法についてもふくまれているか。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	③委託料等【10点】

	上限
	提案委託料
	評価点
	備考
	　合計

	8%
	※委託料パーセンテージにより評価
	　
	　
	



ふるさと納税業務委託　公募型プロポーザル
審査項目と配点【2次審査】
	
評価ポイントと判断基準
	評価基準点
	点数

	
	極めて
優れる
	優れる
	普通
	やや
劣る
	劣る
	

	1 企業評価（業務遂行能力）【85点】

	本業務に対する基本姿勢
【20点】
	・本町に対する現状及び課題認識は適切か。また、課題解決に向け的確に整理された実現可能かつ有益な提案か。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	制度への理解とルール順守の実行力
【20点】
	・ふるさと納税制度の目的や業務内容について十分理解し、また、50％ルールにおけるリスクマネジメントに対する実効性のある提案となっているか。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	委託料
【10点】
	・委託料パーセンテージにより評価
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	提案内容の整合
【5点】
	・提案内容全般について、総合的に整合性は図られ、理路整然とまとめられ、説得力があるか
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	支援体制
【10点】
	・返礼品提供事業者の負担軽減に配慮し、ノウハウの提供をはじめとするサポート体制は適切であるか。新規返礼品の開拓などのスキルはあるか。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	運用管理
【10点】
	・寄附の拡大に向けた運用内容が具体的に示されているか
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	作業工程
【10点】
	・スケジュールが明確に示されており、実現可能かつ効率的な提案であるか。
・町、返礼品事業者との役割分担が明確で、町の負担軽減となるような工夫があるか
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2 独創性に呈する評価【15点】

	独創性による提案
【15点】
	・本事業を効率的・効果的に実施するための独創性のある提案又は本町の状況を踏まえた独自提案工夫などのアピールがされているか
	　
	　
	　
	　
	　
	　


※各委員持ち点の60点（６割）を基準とし、全委員を合計した点数が420点に満たない場合は選外とする合計

